
憲法」
＜　憲法の話をしよう。＞関連企画

「けんぽう」ってなあに？
子どもには「憲法（けんぽう）」なんてまだ早い？ でも、子どもだって立派な主権者（しゅけんしゃ）。

彼らの将来に大きくかかわるのだから、子どもたちにこそ知ってほしい。
子どもも大人も、親子で家族で。5月 3日の「憲法記念日」は、みんなで「憲法」の話をしよう！

○日時：5月 3日（金・祝）　15：00 ～ 16：00（開場：14：45）
○場所：Space＆Cafe ポレポレ坐（ポレポレ東中野ビル 1階）
○料金：親子：1,000 円（大人 1名様に付きお子様は何人でもOKです。年齢不問。）
　　　　大人：1,000 円／大学・専門学生：500 円／高校生以下：無料
　　　　☆「憲法の話をしよう。」半券ご提示で大人 1,000 円が 500 円に !!
○お申込み＆お問い合せ：シグロ　
　TEL：03-5343-3101 ／ FAX：03-5343-3102 ／ E-mail：siglo@cine.co.jp
　※代表者の方のお名前とご連絡先、参加人数をお知らせ下さい。
　※FAX、E-mail でお申込みの方には必ず折り返しを差し上げます。お申込みから 3日を過ぎても、
　　折り返しがない場合は、お手数ですがお電話にてお問い合せ下さい。

「けんぽう」を知ろう。
ー おもしろ学校の名取弘文先生による出前授業
憲法は「いつ」「どのようにして」できたの？ 憲法ってどんなもの？
素朴な疑問をわかりやすく解説。憲法についてのはじまりの一歩。

「けんぽう」を読もう。
ー 玉井夕海さんによる小さな朗読会
     （ウタウタイ・「千と千尋の神隠し」声の出演・りん役）

憲法の前文と第 9条を絵本化した「井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法」
（作・井上ひさし／絵・いわさきちひろ）を通して、憲法に込められた想いを感じよう。

「けんぽう」の話をしよう。
ー 松本由理子さんのお話し
　（いわさきちひろ美術館・東京 元副館長／公益法人いわさきちひろ記念事業団 評議員）

憲法のこと、戦争のこと、平和のこと。子どもたちにつたえたい大切なこと。
どうすればうまくつたえられるのだろう？
画家・いわさきちひろさんがなくなってから間もなく 40 年。
彼女が絵や文章に込めた、子どもたちの幸せと平和への願いを松本さ
んはどのようにお話されているのでしょうか？
4児の母でもある松本さんに「親子の対話」のヒントを伺います。

イラスト：広瀬摩紀

主催：シグロ
www.cine.co.jp/kenpo2013.html


